
　山都町教育委員会では、就学する小学校及び中学校を児童・生徒の住所により指定を行います。
　しかし、諸事情により指定された学校の変更を希望する場合は、変更の申し出をすることができます。
変更の申し出ができる内容は下記のとおりです。申し出の内容を教育委員会で協議し、判断します。
　変更を希望する場合は、山都町教育委員会　学校教育課（☎ 72-0443）までご相談ください。

項目 変更を希望する内容 適用期間 受付期間

居住に
関する
もの

就学区域外へ転居し、引き続き転居前の
学校へ通学したい場合

学期末日まで
（小６・中３の場合、
年度末日まで）

随時

就学区域外に居住し、概ね１年以内に就
学区域内に居住をすることが確実な場合

転居までの期間 随時
（売買契約書・賃貸契
約書等添付）

家庭環
境によ
るもの

保護者の就労等により、下校後保護者等
が不在で、就学区域外にある親類の家も
しくは、勤務先から通学させることを希
望する場合

小学校卒業まで 随時

保護者が病気療養等により、就学区域外
の家庭に保護されている場合

必要な期間 随時
（診断書等添付）

教育的
配慮に
よるも
の

特別支援学級へ通学を希望する場合で、就
学区域内に該当する学級がない場合

卒業まで 随時

就学指定校において、児童生徒の関係で
深刻な悩みを持ち、学校における十分な
指導にもかかわらず、転校の希望があり、
就学校を変更することで当該児童生徒の
心的負担の軽減や登校状況が改善される
と予測される場合

卒業まで 随時
（校長からの意見書等
添付）

慢性疾患等により、長期的定期的に通院
治療を必要とするため、病院の最寄りの
就学区域外への就学を希望する場合

教育委員会が認めた
期間

随時
（診断書等添付）

入学予定の学校が複式学級の可能性があ
り、近隣の単式学級の学校での教育を希
望し、教育委員会が相当であると認めた
場合

入学から卒業まで
（令和３年度から適用
開始）

入学通知書（12月発送）
を受けた日から10日以内
※ただし希望する場
合は、9月末までに
教育委員会へご連絡
ください。

その他 上記の他、児童生徒の具体的な事情に即
して、教育委員会が相当であると認めた
場合

教育委員会が認めた
期間

随時

① SNSやインターネットは正しく利用！
　インターネットを利用する上では、個人情報の漏えい、ネットいじめ被害・加害、課金、犯罪や薬物に誘
う内容や、著しく残虐、わいせつな内容の有害情報の流通など、さまざまな危険性があります。スマホや
SNS、インターネットを安全に楽しく利用するためには、危険性を充分に理解し、ルールを決めて利用する
ことが重要です。また、スマートフォンだけではなく、ゲーム機器でもインターネットは利用でき、被害も出
ています。フィルタリング機能（有害なサイトへのアクセスを規制するサービス等）を上手に活用しましょう。

②薬物乱用の防止
　「薬物乱用」とは、医薬品等を本来の目的ではなく不正に使用することで、１回の使用でも「乱用」といい
ます。乱用薬物には、覚せい剤やMDMA、大麻、シンナー等があり、どの薬物も乱用すると心も身体もボ
ロボロにむしばみます。「一度くらいなら」という安易な気持ちが取り返しのつかないことになるのです。

③万引きの防止
　万引きは「窃盗罪」という犯罪です。刑法第 235 条により 10 年以下の懲役もしくは 50万円以下の罰金
が科せられます。万引きが見つかった後で品物を返したり、お金を支払っても許されません。たかが「万引き」
と軽く考えず、社会のルールを守りましょう。

④未成年者の飲酒・喫煙防止
　未成年者の飲酒・喫煙は法律で禁止されています。未成年のうちから飲酒・喫煙をすることで、成人して
から始めるよりも身体に及ぼす影響も大きくなります。また、飲酒・喫煙に対する抵抗感が少なくなり、習
慣になりやすく、なかなかやめられなくなります。健康な人生を送れるよう、未成年者の飲酒・喫煙は社会
全体で防止する必要があります。

　山都町女性の会連絡協議会（平成 27年 6月に結成）は、女性の力を磨くことが自治振興区全体の地域力の
向上に繋がると考え、それぞれの地域で活動されている自治振興区女性部の活性化を目的に活動しています。
新規加入募集中！　（※自治振興区単位でのご加入が難しい場合は、個人でもご加入いただけます。）

≪現在の加入数≫
　地区加入　６自治振興区女性部（菅尾、馬見原、東竹原、御岳、緑川・木原谷、浜町Ｂ）
　個人加入　３名

～活動紹介～

～加入者の声～

小学校及び中学校への就学について ～地域の力で子どもたちを育む！～ 青少年非行防止！

女性の目線で住みよい地域社会づくり！

問合せ先　　教育委員会　学校教育課　☎ 72-0443

　問合せ先　　山都町青少年健全育成町民会議　事務局
　　　　　　　山都町教育委員会　生涯学習課　☎ 72-0443

　問合せ先　　山都町女性の会連絡協議会　事務局
　　　　　　　山都町教育委員会　生涯学習課　☎ 72-0443

◇魅力アップ塾◇
　町内の女性・男性を対象とし
た「今、自分たちが学びたいこと、
山都町が必要とする学びの場」

　「ゴミ袋の有料化」や「選挙区の見直し」
等、最近気になった話題や「なんで？」
と疑問に思うことを話し合う場があっ
てよかったです。一人で考えず、皆で
考えれば楽しみが見えてきました！

　女性目線で山都町を考えるきっかけをいただきました。山都町の
ゴミ処理施設のことを勉強し、ひとりひとりがゴミを正しく出すこ
とが地球のことを考えるうえでも大事なことだと学びました。また、
女性部代表として同じ悩みを持った仲間が出来たことが一番です。山
都町を元気にしたい！女性が元気でなければ町も元気になりません！

◇女性部意見交換会◇
　女性部同士の親睦と交流を図
り、連携や支え合いの輪を広げる

◇女性部学習会等の活動支援◇
　加入している女性部の活動支援
（学習会開催協力、活動助成金交
付など）

お子さまと一緒に
ご覧ください。
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